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◆グリーフワークかがわ第２０回社員総会報告◆ 

特定非営利活動法人グリーフワークかがわ定款第 23条に基づき第 20回社員総会を開催しましたの
で，下記の通り報告いたします。 
 
日 時：2024年 6月 23日（日）13時 30分～14時 30分 
場 所：高松市男女共同参画センター 学習研修室 3  

香川県高松市松島町 1丁目 15-1 たかまつミライエ 6階 
出 席：出席者 9名（正会員 9名） 書面表決 7名 委任状出席者 12名 監事 1名 

理事出席者：7名 
 

1． 開会の辞 
理事長挨拶。昨年の総会後に前理事長から任を引き継ぎ，皆様のご協力のもとで 1 年を無事に過ごすこ
とが出来た。来年の認定更新に向けて今年度も皆様のご協力をお願いしたい。 
 

2． 議長選出 
司会の河合信幸から，正会員総数 51 名中，出席者 9 名，書面表決 7 名，委任状提出者 12 名の報告が

あり，定款第 26条並びに第 28条 3に基づき，定足数を満たすことが確認され，第 20回社員総会は有効
に成立する旨が宣言された。議長は，推薦により植松美幸が選出され，議長は，書記を梶浦麻琴，議事録
署名人を村上美智子と花岡正憲に指名した。 
 

3． 議 事 
第 1号議案 2023年度事業報告 
ローマ真由子理事長より，総会資料に沿って，2023年度の事業の実施状況について報告が行われた。 
議長から，第 1 号議案について質疑が求められたところ，会員より一部誤字の指摘と修正が行われ，議

長から第 1 号議案について採決を行ったところ，出席者正会員 9 名中，賛成 8（議長除く），反対 0，棄権
0，書面表決 7名，よって本議案は承認された。 
 

第 2号議案 2023年度収支決算報告 
杉山事務局長より総会資料に沿って 2023年度の収支決算について報告が行われた。 

 
第 3号議案 監査報告 
塚本秀和監事より，2024年 5月 24日， 2023年度事業について，福岡啓治監事とともに，適正かつ正確

に執行されていると認め監査を終了したと報告があった。 
 
植松議長から，第 2号議案及び第 3号議案について，一括質疑が求められたが，質疑は挙がらなかった。

第 2号議案及び第 3号議案について，採決を行ったところ，出席者正会員 9名中，賛成 8（議長除く），反
対 0，棄権 0，書面表決 7名，よって本議案は承認された。 
 

第 4号議案 2024年度事業計画案  
ローマ真由子理事長より，総会資料に沿って，2024年度の事業計画の説明が行われた。 
普及啓発事業について，今年度の公開セミナーは 5 回の実施を予定している。人材育成事業のグリーフ

カウンセラー養成講座・基礎コースについても，昨年度と同様に休務とし，内容と進め方についてワーキ
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ングチームにより検討する。教育研修における認定カウンセラー研修については，香川県地域自殺対策強
化事業費補助金の人材養成事業として実施しているものであり，今年度は認定カウンセラーのコンプライ
アンスに関する研修，多様性についての研修など，外部講師を招聘して研修会を開催したいことを説明さ
れた。 

 
植松議長から，第 4号議案について，質疑が求められたが，特に質疑は挙がらなかった。 
採決を行ったところ，出席者正会員 9名中，賛成 8（議長除く），反対 0，棄権 0，書面表決は 7名，よっ

て本議案は承認された。 
 

第 5号議案 2024年度収支予算案 
杉山事務局長より，総会資料の正誤表が示された。2024年度収支予算及び正誤表に沿って，2024年度収

支予算案の説明が行なわれた。 
  
植松議長より，第 5号議案について，質疑を求めたところ，特に質疑は挙がらなかった。 
採決を行ったところ，出席者正会員 9 名中，賛成 8（議長除く），反対 0 棄権 0，書面表決は 7 名，よっ

て本議案は承認された。 
 

第 6号議案 その他 
 その他の審議事項について議場に諮ったところ，特に意見は挙がらなかった。 
 
 
 

   

 

2023年度テーマ募金へのご協力ありがとうございました。 

最終募金総額は 373,760円になりました。 

香川県共同募金会の令和 5年度テーマ募金に参加

し，「大切な人をなくした子どもの悲しみを支援する

ためのプロジェクト募金」をテーマとして掲げて，目

標額は 60万円とし，2024年 1月 1日から 3月 31日ま

で募金活動を行いました。 

法人募金 1件，個人募金 45件で最終募金総額は

373,760円になりました。目標金額には届かなかった

ものの，沢山の皆様に私たちの掲げたテーマにご賛同

いただき，変わらぬご支援を賜りましたことを心より

感謝申し上げます。 

大人にとっても大変生きづらい世の中にあって，現在社会は子どもたちにとっても本来の「子どもら

しさ」のままにのびのびと成長することが非常に難しくなっているように思います。そのような中であ

るからこそ我々大人は子どもたちに「自分の大切にしているもの」が何であるかをきちんと考え，感じ

ることが出来る環境を作っていくことが必要なのだと思います。 

みなさまからいただきましたご寄付は，子どもたちの成長を支える地域づくりのために，また子ども

たちを支える大人へのグリーフワークの啓発活動，そして相談支援活動に使わせていただきます。 
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2024年度も引き続き募金活動は継続する予定です。これからも皆様からのご支援をよろしくお願いし

ます。                

2024年 6月 30日 

                         NPO法人グリーフワークかがわ 

                              理事長 ローマ真由子 

 
   

 

◆2024年 6月 23日 第 198回理事会◆ 

《審議事項》 

第 1号議案：グリーフカウンセラー養成講座に関する事項 

ワーキンググループ立ち上げに伴い人材育成担当からスケジュール案が提示され，それを骨子として昨年度，

人材育成及び講座の再編成のため休止の決定をした理事会主体にてワーキングを進めていくことで承認された。 

 

第２号議案：2024年度の役割分担に関する事項 

2024 年度の各事業の役割分担について，理事長より提出された 202４年度の役員担当一覧の案が承認された。 

 

第３号議案：公開セミナーに関する事項 

10～2 月で 5 回開催予定となっている 2024 年度公開セミナーについて，主・副担当が決定し，7 月理事会で

提示されるスケジュールに沿って進めていくことで承認された。 

 

第４号議案：コンサルテーションに関する事項 

昨年度は当法人の主に会計処理について岡山県の NPO センターにコンサルテーションを依頼していたが，

本年度は県内の団体にも依頼できるかについても情報取集することで承認された。 

 

第 5号議案：グリーフワークかがわ相談室管理規程の改訂に関する事項 

グリーフワークかがわ相談室管理規程について，第 7 条の「ヘルプラインカウンセラー」の文言を削除することで，

改定案が承認された。 

 

第 6号議案：香川県地域自殺対策強化事業費補助金の内示及び交付申請に関する事項 

6 月 17 日に令和６年度香川県地域自殺対策強化事業費補助金及び令和６年度（令和５年度からの繰越分）香

川県地域自殺対策強化事業費補助金についての交付予定額内定が通知され，事務局作成の交付申請書案が

承認された。 

 

第 7号議案 特定非営利活動法人グリーフワークかがわ活動費に関する規程の改訂に関する事項 

特定非営利活動法人グリーフワークかがわ活動費に関する規程の第 4 条第４項については，香川県が規定し

ている旅費の基準に準じて支払うこととし，改定する必要がある。当規程に関しては，交通費について別表を定め

ることで承認された。 

以上 


